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平成 27年 10月初日から
平成 36年 IO月四日まで

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

基監発 1030第 2号

平成 27年 10月 30日

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

「労働暴準関係情報メール窓口の本格的な運用に当たり留意すべき

事項について」の一部改正について

標記については、平成 23年 12月28日付け基監発 1228第2号「労働基準関係情

報メール窓口の本格的な運用に当たり留意すべき事項について」（以下「本内かん」

という。）により指示したところである。

そのため、本内かんを別紙の左欄のとおり改正し、平成 27年 11月5日より適用

するとととしたので、受信したメールの取扱いについて、本内かん記1に基づき、

適切な運用に遺憾なきを期されたい。



医璽
平成23年12月28目基監発 1228第 2号「労働基準関係情報メール窓口の本格的な運用に当たり留意すべき事項について」の改正に係る新｜日対照表

改E後

1 情報メールの処還要領

労働者等の情報提供者から当該メール窓口に寄せられたメール（以下「情報メール』という．）

の具体的な処理は以下により行うこと（別添1『労働基準関係情報メールの処理の流れ』参照.) . 

.11) 情報拠供者から管緒局への情報漣供

厚生労働省ホームページよの『労働基準関係情報メール窓口」の画面において、情報提供者

が入力フォームに労働基準関係法令遣反事業場に闘する情報等の必婆事蹟を入力仏内容を確

認の上送信すると、入力された情報がメールにより「勤務している事業場の住所」を管絡する

都道府県労働局（以下「密線局Jという．）労働基準部監督
圃．．．．．．．．．．．．．．． 箇箇圃M・幽・圃圃・・・圃・・・・・・・・圃固・・・・・・・ に送信される．

なお、情報メールについては、管轄局に送信されると同時に、同じ内容のメールが本省労働

基準喝監督燥の専用メールアドレス（以下「本省アドレス」という．）にも送信される．

121 管轄屑から管鰭署への情報提唱其

情報メールを受信した管轄局l立、『勤務している事業場の住所』を管鰭する労働基準監督署

（以下『笹暗雲」という．）に、当該情報メールについて情報提供在行うこと．

白I （賂）

(41 管轄外の『動務している事業場の住所Jに係る情報メールの転送

管臓外の『勤務している事業埠の住所』に係る情報メールを受信レた局は‘「盤整主エ~主

主筆墨金金量」の管轄局・・・・・・・・・・に当該情報メールを転送すること．情報メールを

転送された管縮局は土記121＆ぴ阻iの処理を行うこと．

(5) （略｝

盤監L

改正前

1 情報メールの処理要領

労働者等の情報担供者から当該メール窓口に寄せられたメール｛以下『情報メール』というJ
の具体的な処理は以下により行うこと（別添1「労働基準関係情報メールの処理の流れ』参照.，：

(1) 情報提供者から管轄局への情報提供

厚生労働酌トムページ上の『労働基準関係情報メール窓口』の商商において、情報提供者

が入力フォームに労働基準関係法令違反事業場に関する情報等の必要事項を入力し、内容を確

認の上送信すると、入力された情報がメールにより「会社｛支店・工場等）所在地』を管轄す

る都道府県労働局（以下『時局JというJ 労働基準縄問「一一一一一

に送信される．

崎、情報メールについては、管糊に送信される4同時に‘同じ内容のメールが本棚働

基準明監督媒の専凋メールアドレス｛以下「本省アドレス」という．）にも送信される．

121 管織局から管緒署への情報提供

情報メールを受信した管轄局は、「会社 f宣店・工温等1所在地』を管轄する労働基準監督署

｛以下「管轄署』という．｝に‘当骸情報メールについて情報提供を行うこと．

白）（略）

糾1管轄外の『金栓｛宣店・工場第】所在地Jに係る情報メールの転送

管格外の『会社｛支店・工埼等｝所在地Jに係る情報メーJI,を受信した局は、「会主i玄堕
ヨ温室L亙童虫色Jの管轄局．．．．．． に当樹齢Eメールを転送すること．情報メールを

転送され危管轄局l:l:上記肥I＆ぴI剖の処理を行うこと．

(51 （略）

並並置盤翠
本省においては．毎月 1日から翌日までに撲i量産れた情誼メールの件数筈を別紙「錨働基準

閲係情報メール窓口集計表』により取りまとめ、翌月15日までに都道府県労働眉労働基準部監

督認にメールで情報提供する．

2 情報メール管理者の選任について 12 情報メール管理者の避妊について

局監督課においては、情報メールの処理M・E・E・－←Jレポツヲスの管理を行う十局監督諜においては、欄メールの処理及~のメールポリスの管理を行う者（以
者｛以下 f情報メール管理者」という．）を選任すること．情報メール管理者は別途通知する圃園｜下『情報メール管理者Jという．）を選任すること．情報メール菅理者I訪日途通知する

に係るユーザ lD、パスワードを適切に審理するとともに、メールポツウスを1日圃・に係るユーザ lD、パスワードを適切に管理するとともに‘メールポックスを1日1回程度、

1回程度入定期的に確認し、上記1の12）及び似！の処理在行うこと． 同宣剣的に確認し、上記1の（21及び伺｝の処理を行うこと．



3 公益通報l'J(l守われた場合の処理について 13 公益通報が行われた場合の処理について

メール窓口画面において公益通報は受け材けていない旨記載しているが、情報提供者が『情報｜ メール窓口画面において公益通報は受け材け℃いない旨記載しているが、情報提供者が「情報

提供内容」欄に、氏名及び連絡先を記鍛しているものについては、公益還報に該当する可能性が｜提供内容J欄に、氏名及び連絡先を記織しているものについては、公益通報に該当する可能性が

あること．公益通報に該当する場合の処理方法については、平成18年2月15日付け事務連絡『労｜あること．公益通報に該当する場合の処理方法については、平成18年2月15日付け事務連絡『労

働基準監督機関に対し公益通報者保献に基づく通報開われた場合の当面の処理方迭について』｜働基準監督機関に対し公益通報者保護法に基づく通報酬守われた舶の当面の処理方法について』

等において指示されたとこるに従い、処遣すること． ｜等において指示されたと乙るに従い、処忍すること．

なお‘公益通報に該当すると考えられるが．連絡先として情報提供者のメールアドレスのみの記｜なお‘公益通報に該当すると考えられるが‘連絡先として情報提供者のメールアドレスのみの記

載しかない情報メールについては、本省アドレスに転送すること．本省労働基準局監督諜におい｜載しかない情報メールについては、本省アドレスに転送すること．本省労働益準局監督課におい

ては、情報提備に対し‘メールアドレス以外の電話番号駒連絡先を照会するメールを送付し、｜ては、欄齢者に対し、メールアドレス以外の電話番号等の連絡先を照会する川崎送付し、

当該連絡先を把握した際には、時之二二二二二二•rこ返信することとしている． ｜当閥絡先を把握した際には、管轄局．．．．．． に返信することとしている．

別添1 ｛略） 別矯1 （略｝

型逐主 型盃主

部蹴開園高 電描号 部獅糊冊目 電話号

措置労働問国騨部臨課 。1ト709-2311 北海道湖悶固辞鑑蹄 011・709・2311

椋労鵬首脳輔自書 。17・73H112 青書背国国労働基準揮監督謀 。1ト734-4112
岩手掛蹴園基準部盟理 019－回4”捌6 岩手労働局苦悩鞠邸課 。19・6例ー調印
宮韓貴闘員費圃基準部監督書 腿－299-8838 宮糊曲目書画鋭部騎聾 022-299－田沼

韓国湘島骨量蝉髄臨 018-862-制2 細書画蹴融基準部崎署 。18-862-6脱
山静皆同局労働基準揮監督署 。四-624-8222 山静貴国島骨骨基準揮監督謀 023-624・園田沼

福島労働局費量蝉縄開 024-5担-46偲 福島世嗣骨量基準器臨書 024-536-4602 

糊貴闘員湘基準部自書 029-224-6214 重雄労画局骨量基準部監督謀 回9-224-・舵14

跡労困樹園基軸白書 . 028-634-9115 輔本骨量島労働基準部監督謀 028-634-9115 

踊苦闘労働騨面白書 027-896-4732 事戯画局労働基準揮監督書 田7-2ゆ引間

埼玉労働問園騨鑓慨 似8・印0・6204 埼玉労働局労働基準部監督書 048－附ト6204

干耕輔蛸幹部白書 043-22ト2ぬ4 千葉労働局労働基準縄鯖 例3-22卜目白

東京世嗣淵幹部盟理 回－3512-1612 軍事責曲目淵鉾部封書 閃白羽12-1612

神奈111労働局労働基準揮監督謹 制5-211-7おi 神奈川淵樹齢基準鰭臨 045-211-7お1

新高貴闘品世田基準部監督謀 025-2剖-5922 踊渦属労韓基準部監督署 025-234-5922 

富山費量蹴蝉鞠監督書 076－ね2-2730 富山労働蹴厳軍部崎署 076－相12-2730

石川賛同局費量基準部監督署 076-265-4423 石JII労働勝働基準維惜 076-2防-4423

福井賞融局労画基準部監督署 0176-22-2邸1 福井細島骨量鉾部賄罪 0776-22-2田2
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山梨労働局骨量基準部監督語 055－盟5-2路3 山梨費軸晶骨価基準揮監督課 05ト225-2853

長野労働醐個基準部監督署 026-223-0553 長野労園高労困基準部監督署 側－223-0S53

最車労国防蝉鞠監督課 応8・剖5－引02 融車貴闘局盟国基準部監督霊 出ト245・8102

嗣湖周労困基準揮監督謀 附－254-6352 静岡労副島貴闘基準部監督署 凶4-254-6出2

霊知貴闘局貴闘基準部監督署 凶2-972-o253 量制同開催鞠監督署 052-972--0253 

三重貴闘局骨量基準事監督書 05ト226・・2106 三重背骨闘酷騨蝿蹄 059-226-2106 

蹴貴闘労働蝉部自書 077・522・6649 話賀世同局費睡基準揮監督書 077-522－防相

京都精開園幹部臨書 075-241-3214 京事費量島労蝿基準揮監督署 075-24ト担14

大E苦闘居費量基準部監督署 06-694!1-6490 大臣労働島費量基準揮監督理 06-6！制E斜90

兵庫貴闘背骨基準部監督書 078-367-9151 兵庫労画属労困基準部封書 OJB-367-9151 

奈良骨量局労働基準揮監督謀 0742-32-0204 奈良労画属労同基準部監督聾 。742-32--0204

楠山湘醐量基準部蹄書 。73-488-1150 和世山盟国局貴闘基準部監督謀 073-488・1150

島田湘閉悩輔臨書 間57-29-1700 島取盟国島骨量基準部監督書 085)-29 1703 

醐骨量局費量基軸臨書 田52-31-1156 島糊闘賞韓基嶋監督書 脳i2-3ト1156

岡山貴闘局骨量基準部監督署 田ト匁：5-2015 岡山費量闘継鞠監督書 開問：s-2015

広島費量醐価基準揮監督署 側2-221-9242 広断蜘油蝉車問謀 四2-22卜9242

山口骨量開園基準部封書 侃3-995句偲10 山口骨量局貴闘基準部監督聾 日明－995咽70

富島費園島貴闘基準揮監督語 邸8-6限・9163 富島卦園局骨量基準部監督課 OB出向652'開・9163

香)II油開隠綿白書 回7・81ト8918 香川労副島労働基準揮監督謀 087-81ト悶18

量豊苦闘闘継鞠監督語 問B・935-5203 量量骨軸島労園基準部監督謹 制－9認－52凶

高知苦闘蹴憾鞠監督謀 仰ト885-6凹2 高却費軸島労困基準部監督畢 回目制日目2

福岡嫡闘鱒鞠監督謀 佃2-411-4882 福岡骨量島常齢基準部監督署 092-41H862 

佐賀費量閥横基準部臨課 的52-32-7169 蹴湖周労艇輔自書 佃52-32寸1回

長崎貴闘貴闘輔自書 関5－制晴30 長崎常国島貴闘基準部監督謀 095-80卜問。

僻労嗣骨髄輔自書 関6－郡小・3181 能率労働局骨量基準師監督謀 的6-355-3181

大分労嗣胡基準部監督署 的7・53ル3212 大分労働局骨量基準部監督書 097-5おー担12

宮晴労働局貴闘基準部監督署 0985-3酔腿34 宮崎費量勝輔鞠監督語 0995-38-8834 

鹿児島労働局貴闘基準部監督課 的ト223-8277 鹿児島労鵬首輔蝉雑時 関9-223-8277

沖縄骨画局費量基準部監督謀 098-868-4303 沖縄費国自費量基準部監督謀 。佃4何回担問

本音監督書 03-5253-1111(肉5424) 本書監督轟 関・呂田・1111(向5423)
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